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長時間労働是正の為、監督指導を強化

特別条項付き 36 協定とは
36協定を締結した場合には、月間45時間、年間360時間までを上限として、法定労働時間(1日8時間、
1週40時間)を超えて労働をさせることができます。この36協定で定めた時間をさらに超えて労働を
させる場合に必要になるのが特別条項です。特別条項には上限時間は決められていませんが、臨時的な
ものにのみ認められ、期間は年間で6ヶ月までと決められています。
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労働新聞 4 月 17 日より


